
申請者の方へ重要なお知らせ

同封の交付決定通知書にある
日付より前に、契約・発注・
着工（解体や足場組立含む）
等を行ってはいけません。

施工前と後に、事業番号（交

付決定通知書に記載）を記入し
たボード等を写し込んだ写真
の撮影が必要です。写真がな
いと補助金をお支払いできな
い場合があります。

適正に施工されていることを
確認するため、現地調査を行
うことがあります。

下記の内容は、公募要領に記載されている事項であり、不備がある場合や

ご協力いただけない場合、補助金をお支払いできない場合があります。

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部

メール （トータル断熱）danref_ask@heco-hojo.jp

（居間だけ断熱）ima_ask@heco-hojo.jp

電 話：011-206-1573

【受付時間】平日10時～17時

※詳細は、ホームページに掲載している「交付決定後の事業の手引き」をお読みください。
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